
 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

令和元年１０月 １日 

                      四日市市長 森  智 広 

 

四日市市規則第５８号 

   四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

第１条 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成３０年四日市

市規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（個人使用に供する施設及び使用日） （個人使用に供する施設及び使用日） 

第３条 個人使用に供する施設は次の表

の左欄に掲げる施設とし、その使用日

は同表の右欄の期間内で、指定管理者

が市長の承認を得て定める日とする。

ただし、市長は特別の理由があると認

めるときは、同表の右欄の期間を変更

することができる。 

第３条 個人使用に供する施設は次の表

の左欄に掲げる施設とし、その使用日

は同表の右欄の期間内で、指定管理者

が市長の承認を得て定める日とする。

ただし、市長は特別の理由があると認

めるときは、同表の右欄の期間を変更

することができる。 

 施設名 期間   施設名 期間  

 （略）   （略）  

  （略）   四日市市中央体育館（以下

「中央体育館」という。） 

（略）  

 四日市市中央第２体育館（以

下「中央第２体育館」とい

う。） 

  四日市市中央第２体育館（以

下「中央第２体育館」とい

う。） 

 

 四日市市中央陸上競技場（以

下「中央陸上競技場」という。）

（四日市市中央フットボール

場（以下「中央フットボール

場」という。）Ａフィールド） 

  四日市市中央陸上競技場（以

下「中央陸上競技場」という。）

（四日市市中央フットボール

場（以下「中央フットボール

場」という。）Ａフィールド） 

 

    四日市市中央トレーニング  



場（以下「中央トレーニング

場」という。） 

 四日市市楠体育館（以下「楠

体育館」という。） 

  四日市市楠体育館（以下「楠

体育館」という。） 

 

 四日市市松原テニスコート

（以下「松原テニスコート」

という。） 

温水プール 

四日市市三滝武道館（以下

「三滝武道館」という。） 

  四日市市松原テニスコート

（以下「松原テニスコート」

という。） 

温水プール 

四日市市三滝武道館（以下 

「三滝武道館」という。） 

 

    

 

（指定管理者による管理） 

 

（指定管理者による管理） 

第２１条 条例第３条の規定に基づき、指

定管理者が管理する運動施設は、次の各

号に掲げる全ての運動施設とする。 

(1)から(7)まで （略） 

 

(8) （略） 

 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) （略） 

(15) （略） 

(16) （略） 

(17) （略） 

(18) （略）  

(19) （略） 

(20) （略） 

第２１条 条例第３条の規定に基づき、指

定管理者が管理する運動施設は、次の各

号に掲げる全ての運動施設とする。 

(1)から(7)まで （略） 

(8) 中央体育館 

(9) （略） 

(10) 中央トレーニング場 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) （略） 

(15) （略） 

(16) （略） 

(17) （略） 

(18) （略） 

(19) （略） 

(20) （略） 

(21) （略） 

(22) （略） 



(21) （略） 

(22) （略） 

(23) （略） 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(23) （略） 

(24) （略） 

(25) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

(28) （略） 

(29) （略） 

 

 

改正後 

別表第２（第８条関係）  

 システムによる仮予約対象施設 仮予約開始日  

 霞ケ浦体育館、霞ケ浦弓道場、中央第２

体育館、中央フットボール場、楠多目的

運動場、楠体育館、楠テニスコート、三

滝武道館会議室、鈴鹿川ラグビー・サッ

カー場、垂坂サッカー場及び本郷河川敷

グラウンド 

（略）  

 （略）  

備考（略） 

 

 

改正前 

別表第２（第８条関係）  

 システムによる仮予約対象施設 仮予約開始日  

 霞ケ浦体育館、霞ケ浦弓道場、中央体育

館、中央体育館第２会議室、中央第２体

育館、中央フットボール場、楠多目的運

動場、楠体育館、楠テニスコート、三滝

武道館会議室、鈴鹿川ラグビー・サッカ

ー場、垂坂サッカー場及び本郷河川敷グ

（略）  



ラウンド 

 （略）  

備考（略）  

 

 

改正後 

別表第３（第１３条関係） 

設備器具等利用料金の限度額 

 施設名 種別 単位 金額（金） 備考  

 野球場 （略） （略）  

 シャワー（温水の

み） 

（略）  

  

 （略）  

 テニスセンター （略）   

 ポータブルワイヤ

レスアンプ（マイ

ク付） 

（略）  

 照明装置（屋外コ

ート） 

（略）  

 照明装置（屋根付

きコート） 

 

 照明装置（サブコ

ート） 

 

 照明装置（メイン

コート） 

 

 （略）  

 霞ケ浦プール （略）   

 ベースタイマー （略）  

 霞ケ浦体育館 （略）   

 体操器具 （略）  

 中央第２体育館 （略）   



 暖房装置 （略）  

 フロア照明装置 １時間 ４６０  

 （略）  

 空手マット （略）  

 フロアシート （略）  

 椅子（３人用） （略）  

 ガスストーブ （略）  

 ポータブルマイク （略）  

 陸上競技場 （略）   

 照明装置（１００

Ｌｘ） 

（略）   

 エアコン （略）  

 （略）  

 中央フットボー

ル場 

（略）   

 ポータブルワイヤ

レスアンプ（マイ

ク付） 

（略）  

 照明装

置（Ａフ

ィール

ド） 

全灯 （略）   

 フィー

ルドの

み 

 

 トラッ

クのみ 

 

 （略)  

 三滝武道館（柔道

場・剣道場） 

（略）   

 シャワー（温水の

み） 

（略）  

 （略）  

 （略）  

 各施設共通 （略）   

 テント （略）  

 特殊電灯電力料 １口１回 ４０  



 コインロッカー （略）  

 （略）  

備考 

 １ 午前、午後又は夜間の使用時間を各１回とし、野球場については２時間を１回とす

る（特殊電灯電力については、全施設とも午前、午後又は夜間の使用時間を各１回と

する。）。ただし、コインロッカー及びコインシャワーは除く。  

 ２（略） 

 

改正前 

別表第３（第１３条関係） 

設備器具等利用料金の限度額 

 施設名 種別 単位 金額（金） 備考  

 野球場 （略） （略）  

 シャワー（温水の

み） 

（略）  

 特殊電灯電力料 １口１回 ４０  

 （略）  

 

テニスセンター 

（略） 

 

 

 ポータブルワイヤ

レスアンプ（マイ

ク付） 

（略）  

 特殊電灯電力料 １口１回 ４０  

 照明装置（屋外コ

ート） 

（略）  

 照明装置（屋根付

きコート） 

 

 照明装置（サブコ

ート） 

 

 照明装置（メイン

コート） 

 

 （略）  



 

霞ケ浦プール 

（略） 

 

 

 ベースタイマー （略）  

 特殊電灯電力料 １口１回 ４０  

 霞ケ浦体育館 （略）  

 中央体育館及び

中央第２体育館 

（略） 中央体育館 

中央第２体

育館 

 

 暖房装置 （略）  

 舞台照明装置 １式１回 ３，３００  

 フロア照明装置

（中央緑地体育

館） 

１系統１

時間 

２２０  

 １時間 ６６０  

 フロア照明装置

（中央緑地第２体

育館） 

１時間 ４６０  

 （略）  

 空手マット （略）  

 プラットホーム １台１回 ６６０  

 ジャッジランプ及

び重量掲示板 

１式１回 ６６０  

 バーベル １式１回 ５５０  

 フロアシート （略）  

 椅子（３人用） （略）  

 ピアノ １台１回 ３，３００  

 指揮台 １台１回 １１０  

 譜面台 １台１回 ３０  

 山台 １枚１回 ６０  

 竹羽目 １式１回 ５５０  

 ガスストーブ （略）  

 特殊電灯電力料 １口１回 ４０  

 エアコン（体育館） １時間１

台 

２２０  

 エアコン（会議室） １時間１ ３１０  



台 

 ポータブルマイク （略）  

  （略）  

 陸上競技場 （略）   

 照明装置（１００

Ｌｘ） 

（略）  

 特殊電灯電力料 １口１回 ４０  

 エアコン （略）  

 （略）  

 中央フットボー

ル場 

（略）   

 ポータブルワイヤ

レスアンプ（マイ

ク付） 

（略）  

 特殊電灯電力料 １口１時

間 

４０  

 照明装

置（Ａ

フィー

ルド） 

全灯 （略）  

 フィール

ドのみ 

 

 トラック

のみ 

 

 （略）  

 三滝武道館（柔道

場・剣道場） 

（略）   

 シャワー（温水の

み） 

（略）  

  

 特殊電灯電力料 １口１回 ４０  

 （略）  

 各施設共通 （略）   

 テント （略）  

 コインロッカー  

 （略）  

備考 



 １ 午前、午後又は夜間の使用時間を各１回とし、野球場については２時間を１回とす

る。ただし、コインロッカー及びコインシャワーは除く。  

 ２（略） 

 

第７号様式を次のように改める。 

 

 



第７号様式（第９条関係） 

（表紙表） 

運動施設共通回数使用券        №      

 

  使用できる施設  中央第２体育館  中央陸上競技場 
           霞ケ浦プール   三滝武道館  楠体育館 
 

  有 効 期 間      年  月  日まで 

                                円 

 

                  （上記金額には消費税を含んでいます。） 

※ 本券切離し無効   

指定管理者 

 

（表紙裏） 

注 意 事 項 
 
１ 本券の使用区分は、次のとおりとします。 

 
    １回２時間につき１枚 
 
 
２ 入退場及び係員が求めたときは、本券を提示してください。 
 
３ 本券を紛失したときは、改めて料金を申し受けます。 
 
４ 本券は、入場前に切り離すと無効になります。 
 
５ 本券発行後の払戻しはできません。 

 

 

（回数使用券） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動施設共通回数使用券  
 
使用日       退場時刻  



第２条 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第２１条 条例第３条の規定に基づき、指

定管理者が管理する運動施設は、次の各

号に掲げる全ての運動施設とする。 

(1)から(3)まで （略） 

 

 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) （略） 

(15) （略） 

(16) （略） 

(17) （略） 

(18) （略） 

(19) （略） 

(20) （略） 

(21) （略） 

(22) （略） 

(23) （略） 

(24) （略） 

第２１条 条例第３条の規定に基づき、指

定管理者が管理する運動施設は、次の各

号に掲げる全ての運動施設とする。 

(1)から(3)まで （略） 

(4) 四日市市霞ケ浦弓道場 (以下「霞ケ浦

弓道場」という。 ) 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) （略） 

(15) （略） 

(16) （略） 

(17) （略） 

(18) （略） 

(19) （略） 

(20) （略） 

(21) （略） 

(22) （略） 

(23) （略） 

(24) （略） 

(25) （略） 



(25) （略） 

(26) （略） 

(26) （略） 

(27) （略） 

 

 

改正後 

別表第２（第８条関係） 

 システムによる仮予約対象施設 仮予約開始日  

 霞ケ浦体育館、中央第２体育館、中央フ

ットボール場、楠多目的運動場、楠体育

館、楠テニスコート、三滝武道館会議室、

鈴鹿川ラグビー・サッカー場、垂坂サッ

カー場及び本郷河川敷グラウンド 

（略）  

 （略）  

備考（略） 

   

   

改正前 

別表第２（第８条関係）  

 システムによる仮予約対象施設 仮予約開始日  

 霞ケ浦体育館、霞ケ浦弓道場、中央第２

体育館、中央フットボール場、楠多目的

運動場、楠体育館、楠テニスコート、三

滝武道館会議室、鈴鹿川ラグビー・サッ

カー場、垂坂サッカー場及び本郷河川敷

グラウンド 

（略）  

 （略）  

備考（略）  

  

 



第３条 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように

改正する。 

改正後 

別表第３（第１３条関係） 

設備器具等利用料金の上限額 

 施設名 種別 単位 金額（金） 備考  

 

野球場 

（略） ＳＢＯ機及びＢ

ＳＯ機の利用料

金は、霞ケ浦第 

１スコアボード、 

第２スコアボー

ド又は第３スコ

アボードを使用

する場合は無料

とする。 

 

 スコア

ボード 

霞ケ浦

第１ 

（略）  

 霞ケ浦

第２及

び霞ケ

浦第３ 

 

 （略）  

 照明装

置 

霞ケ浦

第１ 

半時間 （略）  

 霞ケ浦

第３ 

１，２９０  

 （略）  

 （略）  

備考（略） 

 

 

改正前 

別表第３（第１３条関係） 

設備器具等利用料金の上限額 

 施設名 種別 単位 金額（金） 備考  

 野球場 （略） ＳＢＯ機及びＢ

ＳＯ機の利用料

金は、霞ケ浦第 

１スコアボード

 

 スコア

ボード 

霞ケ浦

１ 

（略）  

 霞ケ浦  



第２ 又は第２スコア

ボードを使用す

る場合は無料と

する。 

 （略）  

 照明装

置 

霞ケ浦

１ 

半時間 （略）  

 （略）  

 （略）  

備考（略） 

 

附 則 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第２条の規定 令和２年５月１日 

 (2) 第３条の規定 令和２年５月２９日 

（スポーツ・国体推進部スポーツ課） 


